
   神奈川県後期高齢者医療広域連合事務局係設置規程 

平成２１年３月３１日 

訓令第２号 

 （趣旨） 

第１条 神奈川県後期高齢者医療広域連合事務局規則(平成１９年神奈 

川県後期高齢者医療広域連合規則第６号)第２条第３項の規定に基づ 

く係の設置については、この訓令に定めるところによる。 

（係の設置） 

第２条 設置する係は、次の表のとおりとする。 

課 係 

総務課 
総務係 

財政係 

企画課 
企画情報係 

保健事業係 

資格保険料課 
資格係 

保険料係 

給付課 
給付係 

審査係 

 （係の分担する事務） 

第３条 係の分担する事務は、課長が定める。 

 （委任） 

第４条 この訓令に定めるもののほか、係の設置に関し必要な事項は、 

別に定める。 

   附 則 

 この訓令は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月２９日訓令第１号） 

 この訓令は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年３月２４日訓令第１号） 

 この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月９日訓令第１号） 



 この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。 

 


